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　ご
提
出
い
た
だ
く
償
却
資
産
申
告

書
に
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、個
人
番
号
12

桁
ま
た
は
法
人
番
号
13
桁
を
ご
記
入

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　役
場 

税
務
課

　内
線
1
7
8
・
1
7
9

令
和
元
年
分
所
得
税
確
定
申

告
に
つ
い
て

　津
島
税
務
署
で
は
、所
得
税
、個
人

事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
贈
与
税
の

確
定
申
告
会
場
を
次
の
と
お
り
開
設

し
ま
す
。

と
き
　2
月
17
日（
月
）〜
3
月
16
日

（
月
）午
前
9
時
〜
午
後
5
時

※

土
日
・
祝
日
は
開
設
し
て
い
ま
せ
ん

　が
、2
月
24
日（
月
）・
3
月
1
日

　（日
）に
限
り
開
設
し
ま
す
。

と
こ
ろ
　津
島
商
工
会
議
所

注
意
　申
告
書
の
作
成
に
は
時
間
を

要
し
ま
す
の
で
、午
後
4
時
ま
で
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。な
お
、会
場
の
混
雑

状
況
に
よ
り
、案
内
を
早
め
に
終
了

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　津
島
税
務
署
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※

電
話
は
自
動
音
声
に
よ
り
案
内
し

　て
い
ま
す
の
で
、音
声
案
内
に
従
い

　「2
」を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
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役
場
で
の
申
告
に
つ
い
て

　役
場
会
場
で
も
臨
時
に
受
け
付
け

を
行
い
ま
す
。

と
き
　2
月
17
日（
月
）〜
3
月
16
日

（
月
）

※

土
日
・
祝
日
を
除
く
午
前
9
時
〜

　午
後
5
時（
正
午
〜
午
後
1
時
を

　除
く
）

と
こ
ろ
　役
場 

3
階 

大
会
議
室

注
意
　混
雑
状
況
に
よ
り
、午
前
中

に
来
場
さ
れ
て
も
午
後
か
ら
の
相
談

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　申
告
書
の
作
成
に
は
時
間
を
要
し

ま
す
の
で
、午
後
4
時
ま
で
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

◉
次
の
方
の
申
告
相
談
は
役
場
で
は

　受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
の
で
税
務

　署
申
告
会
場（
津
島
商
工
会
議
所

　申
告
会
場
）へ
お
出
掛
け
く
だ
さ
い

・
個
人
事
業
者
な
ど
で
青
色
申
告
、

　白
色
収
支
内
訳
書
が
未
作
成
の

　方
、ま
た
は
作
成
の
相
談
を
さ
れ

　る
方

・
分
離
譲
渡
所
得（
株
式
に
係
る
譲

　渡
所
得
含
む
）の
あ
る
方

・
平
成
31
年
1
月
1
日
か
ら
令
和
元

　年
12
月
31
日
ま
で
に
住
宅
を
取
得

　し
、住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な

　ど
の
申
告
を
さ
れ
る
方

・
過
年
分
の
申
告
を
さ
れ
る
方

◉
申
告
を
さ
れ
る
方
へ

　マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
社
会
保
障
・
税
番

号
）制
度
が
始
ま
り
、確
定
申
告
書
に

は
、「
個
人
番
号
」の
記
入
が
必
要
と

な
り
ま
す
。申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
マ

イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）が
正
し
い

番
号
で
あ
る
こ
と
の
確
認（
番
号
確

認
）と
、申
告
書
等
を
提
出
す
る
方
が

番
号
の
正
し
い
持
ち
主
で
あ
る
こ
と

の
確
認（
身
元
確
認
）が
必
要
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　原
則
と
し
て
、 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）（
番
号
確
認
と

身
元
確
認
）ま
た
は
通
知
カ
ー
ド（
番

号
確
認
）と
運
転
免
許
証（
身
元
確

認
）な
ど
で
本
人
確
認
を
行
い
ま
す
。

　申
告
期
限
は
、3
月
16
日（
月
）ま

で
で
す
が
、期
限
間
近
に
な
る
と
申
告

会
場
は
大
変
混
雑
す
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
ま
す
。お
早
め
に
準
備
し
て
期
限

内
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　な
お
、確
定
申
告
を
す
る
必
要
が

な
い
方
で
町
県
民
税
の
申
告
を
さ
れ

る
方
も
3
月
16
日（
月
）ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　役
場 

税
務
課

　内
線
1
7
5
・
1
7
6

償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
）
の

申
告
に
つ
い
て

　償
却
資
産
と
は
、法
人
や
個
人
が

事
業
を
営
む
た
め
に
所
有
し
て
い
る

構
築
物（
駐
車
場
の
舗
装
・
塀
・
看
板

等
）、機
械
お
よ
び
装
置（
旋
盤
・
電
気

設
備
等
）、工
具
・
器
具
お
よ
び
備
品

（
パ
ソ
コ
ン
・
机
・
陳
列
棚
等
）な
ど
の

事
業
用
資
産
で
す
。こ
れ
ら
の
資
産
を

所
有
し
て
い
る
方
は
、令
和
2
年
1
月

1
日
現
在
の
所
有
状
況
を
、1
月
31

日（
金
）ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

個
人
事
業
者
の
方
の
所
得
税
・

消
費
税
確
定
申
告
相
談

　商
工
会
で
は
、中
小
企
業
の
事
業

主
の
方
を
対
象
に
、所
得
税
確
定
申

告
・
消
費
税
確
定
申
告
の
個
別
指
導

講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

　申
告
期
限
間
近
に
な
る
と
大
変
混

み
合
い
ま
す
の
で
、で
き
る
だ
け
早
い

機
会
に
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

　ま
た
、新
し
く
記
帳
を
始
め
る
方

や
記
帳
に
つ
い
て
相
談
し
た
い
方
、白

色
申
告
の
方
、ア
パ
ー
ト
や
駐
車
場
な

ど
の
不
動
産
貸
付
を
営
み
、記
帳
で

お
悩
み
の
方
も
こ
の
機
会
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

と
き
　2
月
19
日（
水
）・
27
日（
木
）

　午
前
9
時
30
分
〜
午
後
3
時

と
こ
ろ
　商
工
会
館 

講
習
会
等
研
修
室

問
合
せ
先
　商
工
会
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必須アイテムのマイナンバーカード
ぜひ、お早めにお作りください！！

問合せ先　役場　住民課　内線１２１・１７４

マイナンバーカードって必要なの？
　マイナンバーカードが、これ１枚で「本人確認（身分証明書）」と「マイナンバー提示」の両方
に使えることは、もう誰でも知っていますよね。でもそれだけじゃないんです。
　マイナンバーカードには、もっとたくさんの用途があります。
　例えば、国家公務員の職員証や民間企業の社員証、確定申告の電子申告（ｅ-Tａｘ）や、住宅ロ
ーン、口座開設などのオンライン手続き、マイナポータルにおける子育てワンストップサービス
などで、すでにその利用が始まっています。
　また、新たな利活用シーンとして、お薬手帳・ハローワークカード・教員免許状等との一体化、
コンサート等のチケットの不正転売防止、在外投票におけるインターネット投票、カジノへの入
場管理や依存症対策など、さまざまな用途について実証・検討が進められています。
　つまり、これからの生活において、マイナンバーカードは欠かせないものになるのです。

　役場住民課の無料オンライン申請サービスを利用しませんか。
　機器の操作等は、役場住民課職員がお手伝いしますので、全く心
配いりません。
　役場にお越しの際は、ぜひ役場住民課にお立ち寄
りいただき、マイナンバーカードのオンライン申請を
してください。

　　ｅ‐Ｔａｘ（国税電子申告・
納税システム）でマイナンバ
ーカードによる確定申告の電
子申告を予定している方へ
　マイナンバーカードは、交
付申請からお渡しまでに約１
カ月程度かかります。
　新たにマイナンバーカー
ドを取得して、電子申告での
ご利用を予定している方は、
お早めにご申請ください。

答えは、もちろん必要です。

と こ ろと　き 問合せ先料金名　称

0567（52）1515海南こどもの国無料海南こどもの国
多目的ホール

1月11日（土）～13日（月）
受付：午前10時30分～午後3時新春かきぞめ大会

大治町ホームページに
バナー広告を掲載
しませんか

詳細は町ホームページを
ご覧いただくか、お問合
せください。

162020（令和2）年1月号2020（令和2）年1月号17

分かりづらい税金の疑問もすっきり解決!
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ーン、口座開設などのオンライン手続き、マイナポータルにおける子育てワンストップサービス
などで、すでにその利用が始まっています。
　また、新たな利活用シーンとして、お薬手帳・ハローワークカード・教員免許状等との一体化、
コンサート等のチケットの不正転売防止、在外投票におけるインターネット投票、カジノへの入
場管理や依存症対策など、さまざまな用途について実証・検討が進められています。
　つまり、これからの生活において、マイナンバーカードは欠かせないものになるのです。

　役場住民課の無料オンライン申請サービスを利用しませんか。
　機器の操作等は、役場住民課職員がお手伝いしますので、全く心
配いりません。
　役場にお越しの際は、ぜひ役場住民課にお立ち寄
りいただき、マイナンバーカードのオンライン申請を
してください。

　　ｅ‐Ｔａｘ（国税電子申告・
納税システム）でマイナンバ
ーカードによる確定申告の電
子申告を予定している方へ
　マイナンバーカードは、交
付申請からお渡しまでに約１
カ月程度かかります。
　新たにマイナンバーカー
ドを取得して、電子申告での
ご利用を予定している方は、
お早めにご申請ください。

答えは、もちろん必要です。

と こ ろと　き 問合せ先料金名　称

0567（52）1515海南こどもの国無料海南こどもの国
多目的ホール

1月11日（土）～13日（月）
受付：午前10時30分～午後3時新春かきぞめ大会

大治町ホームページに
バナー広告を掲載
しませんか

詳細は町ホームページを
ご覧いただくか、お問合
せください。
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分かりづらい税金の疑問もすっきり解決!


